
イ ン フ ル エ ン ザ 治 癒 証 明 届 

正則高等学校 学校長殿 

  年  組  番  氏名            

下記の疾患が軽快し、学校保健安全法施行規則の基準により、感染症の予防上、登校しても支障がない事を

届け出ます。 

 

学校において予防すべき感染症の種類・出席停止期間（学校保健法施行規則 20条） 

  感染症の種類  出席停止期間 

 

第  

二

種 

 

インフルエンザ 
☑ 発症した後 5日を経過し、かつ、解熱後２日を経過

するまで 

 

《出席停止期間》  

発症日を０日とカウントし発症後５日を経過し、かつ、解熱後２日を経過するまで 

下記表を基準に記入して下さい。 

 発症日 

0 日目 

 

(  )日 

発症後 

1 日目 

 

(  )日 

発症後 

2 日目 

 

(  )日 

発症後 

3 日目 

 

(  )日 

発症後 

4 日目 

 

(  )日 

発症後 

5 日目 

 

(  )日 

発症後 

5 日を経過した後 

6 日目 

(  )日 

7 日目 

(  )日 

8 日目 

(  )日 

 発熱 

(  )℃ 

解熱 

(  )℃ 

解熱後

1 日目 

解熱後

２ 日目 

発症後

４ 日目 

発症後

５ 日目 
登校可能 

  

出席停止          

 発熱 

(  )℃ 

発熱 

(  )℃ 

解熱 

(  )℃ 

解熱後

1 日目 

解熱後

２ 日目 

発症後

５ 日目 
登校可能 

  

出席停止          

 発熱 

(  )℃ 

発熱 

(  )℃ 

発熱 

(  )℃ 

解熱 

(  )℃ 

解熱後

1 日目 

解熱後

２ 日目 
登校可能 

  

出席停止          

 発熱 

(  )℃ 

発熱 

(  )℃ 

発熱 

(  )℃ 

発熱 

(  )℃ 

解熱 

(  )℃ 

解熱後

1 日目 

解 熱 後 

２ 日目 
登校可能 

 

出席停止          

 発熱 

(  )℃ 

発熱 

(  )℃ 

発熱 

(  )℃ 

発熱 

(  )℃ 

発熱 

(  )℃ 

解熱 

(  )℃ 

解 熱 後 

1 日目 

解 熱 後  

２ 日目 
登校可能 

出席停止          

＊その後は解熱した日によって出席停止日が順次、延期されていきます。 

 

 

 

以下学校記入 

出席停止期間    年  月  日（  ）～  月  日（  ） 

 

受診した医療機関名 

 

保護者印 

 


